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６．騒音・振動

(１）騒音に係る環境基準

ア　騒音に係る環境基準と地域類型指定

地域

類型

時　　間　　区　　分
類型指定地域

（概　　要）
昼　　　間

（午前６時～午後10時）

夜　　　間

（午後10時～午前６時）

Ａ 55デシベル以下 45デシベル以下

Ｂ 55デシベル以下 45デシベル以下

Ｃ 60デシベル以下 50デシベル以下

第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居

専用地域、第２種中高層住居専用地域等

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域等

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域等

(注)ＡＡ類型については、本県はあてはめていない。

イ　道路に面する地域の騒音に係る環境基準

地　域　の　区　分
時　間　の　区　分

昼　間 夜　間

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域及び
65デシベル以下 60デシベル以下

Ｃ地域のうち車線を有する道路に面する地域

　この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に

掲げるとおりとする。

基　　　　準　　　　値

昼　　　　　間

70デシベル以下

夜　　　　　間

65デシベル以下

備考

　個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する

騒音に係る基準（昼間にあっては 45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。

（注１）　「幹線交通を担う道路」とは、道路法第３条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（４車線以上）の
ほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第７条第１項第１号に定める自動車専用道路をいう。

（注２）　「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、２車線以下の道路では道路端から15メートル、２車線を超える道路では20メー
トルの区域をいう。

(２）騒音規制法の規定に基づく自動車騒音の要請限度

時　間　の　区　分

区　域　の　区　分
昼　　間 夜　　間

ａ区域及びｂ区域のうち１車線を有する道路に面する区域 65 デシベル 55 デシベル

ａ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する区域 70 デシベル 65 デシベル

75 デシベル 70 デシベル
ｂ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する区域及びｃ区域のうち車線を有する道
路に面する区域

（注 1）　ａ区域、ｂ区域及びｃ区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。

　　　　ａ区域：専ら住居の用に供される区域

　　　　ｂ区域：主として住居の用に供される区域

　　　　ｃ区域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域

（注2）　12 年３月２日に要請限度にかかる新しい総理府令が定められ、12 年 4 月 1 日から施行されている。

幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度は、上表にかかわらず、特例として次表に掲げるとおりとする。

昼　　　　間 夜　　　　間

７５デシベル ７０デシベル
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(３）自動車交通騒音調査結果

ア　自動車騒音常時監視結果（面的評価）

近接空間コード　１：測定地点が近接空間に位置する　２：測定地点が近接空間に位置しない
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近接空間コード　１：測定地点が近接空間に位置する　　２：測定地点が近接空間に位置しない

備考

１　騒音規制法施行令で常時監視の事務が委任されている市における点評価

２　市道について面的評価を行っていないため点評価
３　騒音測定地点が道路敷地境界から50 ｍ以上離れているため点評価

４　環境基準類型が指定されていない。

イ　自動車騒音常時監視結果（点評価等）
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ウ　自動車騒音要請限度調査結果
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(４）振動規制法の規定に基づく道路交通振動の要請限度

時間の区分

 区域の区分

第１種区域

第２種区域

昼　　間

65 デシベル

70 デシベル

60 デシベル

65 デシベル

夜　　間

備考

　第１種区域：良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を

必要とする区域

　第２種区域：住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住居の生活環境を保全するため、振動

の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住居の生活環境

を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある地域

近接空間コード　１：測定地点が近接空間に位置する　　２：測定地点が近接空間に位置しない
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(５）道路交通振動実態調査結果
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道路構造コード：　１　平面、　２　高架、３　盛土
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(６）航空機騒音に係る環境基準と地域類型の指定状況

ア　環境基準　

地域の類型 基準値（単位　ＷＥＣＰＮＬ）

Ⅰ 70以下

Ⅱ 75以下

イ　地域類型指定

飛行場名 環境基準をあてはめる市町村 地域類型のあてはめ

新東京国際空港（成田）

成田市、富里市、栄町、下総町、大

栄町、多古町、光町、成東町、山武

町、蓮沼村、松尾町、横芝町、芝山

町

Ⅰ類型：①都市計画法に基づく用途地域のうち、第１

種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１

種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、

第１種住居地域、第２種住居地域及び準住居地域。

②都市計画法に基づく用途地域の定めのない地域（工

業団地を除く）。

Ⅱ類型：①都市計画法に基づく用途地域のうち、近隣

商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域、②都

市計画法に基づく用途地域の定めのない地域のうち工

業団地。

　東京国際空港（羽田）

　及び木更津飛行場
 木更津市、君津市

　下総飛行場
船橋市、鎌ヶ谷市、沼南町及び白

井市の一部

(注)都市計画法に基づく工業専用地域並びに新東京国際空港、木更津飛行場及び下総飛行場の敷地については、あてはめていない。

48年12月 27日　環告154

改正５年10月28日環告91〔　　　　　〕

58年８月29日千葉県告示第695号
改正３年11月29日千葉県告示第1017号
改正８年４月１日千葉県告示第441号
改正13年５月11日千葉県告示第592号〔　　　　　〕
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(７）成田空港周辺航空機騒音実態調査結果

空

港

南

北

別

1 栄　 町 矢口（矢口青年館）  ― Ⅰ 53.9 68.9 65.9 61.8 70.5 68.5 80 31 157 94 62.8 69.4 66.7 66.8 70.4 69.0 78 122 171 146 ○ 66.3 ○

2 下総町  新川（共同利用）  ― Ⅰ 61.2 72.2 68.9 65.3 72.6 70.3 82 151 211 186 66.4 73.1 70.2 69.9 74.1 72.3 81 140 171 157 ◎ 69.6 ○

76 〃  滑川（滑河小学校）  ― Ⅰ 41.4 63.6 60.3 55.0 66.9 64.2 75 8 79 47 56.1 63.7 61.0 64.2 67.1 65.9 77 25 154 84 ○ 60.6 ○

77 〃  四谷（四谷青年館） １ Ⅰ 50.5 67.1 64.0 59.2 69.2 66.9 76 27 128 74 61.9 69.7 66.6 67.5 71.5 69.6 77 86 168 126 ○ 65.5 ○

78 〃  高倉（高倉共同） １ Ⅰ 46.3 66.6 63.5 54.9 69.0 66.6 79 23 123 67 59.0 64.7 62.2 62.7 66.5 64.9 74 93 157 134 ○ 62.9 ○

6 成田市  北羽鳥（共同利用）  ― Ⅰ 62.6 73.4 70.3 66.9 74.0 71.7 83 146 208 184 66.9 74.6 71.7 70.5 75.7 73.8 82 136 172 155 ◎ 71.1 ×

7 〃  磯部（共同利用） １ Ⅰ 63.9 74.1 71.1 68.0 74.7 72.5 82 146 208 183 67.8 75.3 72.0 71.5 76.2 74.1 84 136 175 155 ◎ 71.6 ×

8 〃  長沼（固定測定局）  ― Ⅰ 62.4 73.2 70.0 66.8 74.0 71.7 83 142 199 174 67.1 74.8 71.8 70.7 75.7 73.9 83 136 175 156 ◎ 71.0 ×

9 〃  飯岡（共同利用） １ Ⅰ 65.9 76.9 73.9 69.9 77.6 75.2 86 154 223 190 71.4 78.8 75.5 74.8 79.7 77.5 87 140 176 161 ◎ 74.8 ×

10 〃  荒海（第二集会所） １ Ⅰ 75.4 80.9 79.1 79.3 81.5 80.7 91 155 225 190 75.3 82.2 79.1 79.3 83.1 81.2 91 139 175 160 ◎ 79.1 ×

11 〃  芦田（食肉協同組合）  ― Ⅰ 64.9 76.1 73.1 68.8 77.1 74.4 87 155 223 189 69.5 77.1 74.5 72.9 78.1 76.5 85 140 177 160 ◎ 73.8 ×

12 〃  芦田（共同利用） １ Ⅰ 74.6 82.1 79.7 78.5 82.8 81.2 95 155 225 190 75.2 82.8 79.6 78.5 83.7 81.6 91 139 176 161 ◎ 79.7 ×

13 〃  西和泉(総成ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ) ２ Ⅰ 78.8 84.1 82.0 82.7 84.6 83.6 98 155 225 190 78.0 84.9 81.4 81.9 85.9 83.5 96 140 175 160 ◎ 81.7 ×

14 〃  赤荻（共同利用） １ Ⅰ 65.4 77.2 74.1 69.2 78.2 75.4 89 154 225 189 69.7 77.7 75.2 73.2 79.1 77.2 86 138 176 160 ◎ 74.7 ×

15 〃  野毛平（工業団地） １ － 63.6 76.6 72.9 68.2 77.2 74.4 87 141 203 176 69.9 78.4 74.8 74.2 79.4 76.9 88 129 175 151 ◎ 73.9 ―

16 〃  野毛平（共同利用） １ Ⅰ 71.3 80.4 77.9 76.4 82.0 80.0 92 99 194 150 71.6 80.7 78.1 75.0 82.8 80.1 92 138 176 159 ◎ 78.0 ×

17 〃  堀之内（共同利用） １ Ⅰ 44.8 74.6 69.9 64.8 75.6 72.4 83 5 188 113 68.1 74.9 72.2 72.4 75.9 74.5 83 122 178 150 ◎ 71.2 ×

18 〃  本三里塚（共同利用） １ Ⅰ 69.0 81.1 78.1 74.4 79.9 78.5 89 63 345 232 72.4 82.1 79.3 74.6 81.3 78.7 91 170 333 265 ◎ 78.7 ×

19 〃  成毛（共同利用）  ― Ⅰ 57.1 70.9 67.4 64.0 71.7 69.3 80 82 195 148 63.4 72.4 68.8 69.1 73.4 71.3 80 98 174 140 ◎ 68.1 ○

20 〃  幡谷（共同利用）  ― Ⅰ 57.5 71.3 67.7 63.6 71.7 69.3 81 96 204 156 65.3 73.2 69.9 69.5 74.1 72.1 80 128 175 151 ◎ 68.9 ○

21 〃  北羽鳥（固定測定局）  ― Ⅰ 66.5 75.6 72.8 70.5 76.3 74.3 86 153 223 187 69.5 77.8 74.5 72.9 78.8 76.5 86 140 171 157 ◎ 73.7 ×

22 〃  下金山（固定測定局）  ― Ⅰ 54.9 70.8 67.8 67.4 72.9 71.2 82 21 169 90 62.6 71.9 69.4 70.0 74.0 72.1 82 74 171 129 ◎ 68.7 ○

23 成田市  小菅（遠山小学校） １ Ⅰ 65.9 76.3 73.8 70.4 76.1 74.2 86 128 253 221 70.9 79.9 76.6 74.5 80.2 77.1 92 130 259 201 ◎ 75.4 ×

24 〃  竜台（固定測定局）  ― Ⅰ 59.3 71.7 68.3 65.3 72.2 70.1 81 100 190 158 65.9 73.7 70.7 69.9 74.7 72.9 83 123 168 147 ◎ 69.7 ○

25 〃  水掛（共同利用）  ― Ⅰ 62.5 72.1 69.1 68.0 72.8 71.1 81 95 199 152 64.4 72.1 68.9 67.9 73.1 71.0 80 135 176 157 ◎ 69.0 ○

26 〃  馬場（共同利用）  ― Ⅰ 50.7 74.7 71.2 63.9 76.7 73.7 85 22 186 108 65.2 76.0 73.2 73.6 78.1 75.8 86 63 176 131 ◎ 72.3 ×

69 〃  大生（共同利用） １ Ⅰ 68.0 78.0 74.9 71.7 78.6 76.3 88 154 219 188 71.2 79.2 75.7 74.7 80.2 77.8 87 139 175 159 ◎ 75.4 ×

73 〃  押畑（押畑親水公園）  ― Ⅰ 53.6 67.6 64.2 57.6 68.0 65.6 77 138 212 179 62.6 69.8 67.5 66.3 72.1 69.6 83 133 177 157 ○ 66.1 ○

79 〃  土室（久住中学校） １ Ⅰ 50.0 65.9 62.9 58.2 67.9 65.6 80 26 161 93 60.0 67.8 64.8 65.9 69.3 68.2 75 68 158 116 ○ 64.0 ○

74 富里市  大和（緑が丘自治会館） ― Ⅰ 43.5 61.6 58.6 61.0 64.3 63.4 72 0 135 62 56.5 65.0 62.4 64.9 68.0 66.5 75 45 123 89 ○ 60.9 ○

27 成田市  三里塚（牧場記念館）  ― Ⅰ 69.0 72.1 71.2 69.9 72.2 71.3 83 200 315 256 70.0 77.3 74.5 71.9 75.5 73.9 91 124 414 262 ◎ 73.2 ×

29 〃  南三里塚（共同利用） １ Ⅰ 69.0 78.0 75.9 68.0 79.1 76.5 90 156 324 222 70.6 74.8 73.1 69.9 75.2 73.0 86 155 340 248 ◎ 74.7 ×

30 〃  本城（固定測定局）  ― Ⅰ 68.6 72.6 71.5 69.7 74.1 72.5 82 141 312 198 70.4 76.0 73.7 72.2 73.8 73.1 86 105 434 269 ◎ 72.5 ×

31 富里市  旭（Ｉ氏宅）  ― Ⅰ 55.2 64.4 62.2 59.9 67.0 65.7 76 25 174 103 58.0 67.0 63.8 64.3 70.1 66.9 74 33 102 69 ○ 63.1 ○

32 〃  二区（Ｋ氏宅）  ― Ⅰ 51.0 68.6 65.9 59.0 72.2 69.8 83 8 179 102 49.3 67.0 63.3 59.2 70.5 66.9 78 6 109 55 ○ 64.8 ○

33 芝山町  岩山（共同利用） １ Ⅰ 61.2 77.4 74.5 68.4 78.3 76.5 88 56 206 146 64.5 76.6 73.3 67.8 77.4 74.5 88 103 195 165 ○ 73.9 ×

34 〃  岩山（Ｉ氏宅） １ Ⅰ 69.2 81.5 78.0 72.1 81.6 79.4 90 135 208 170 68.1 80.6 75.9 69.8 81.2 76.9 92 165 198 179 ◎ 77.1 ×

35 〃  飯櫃（Ｋ氏宅） １ Ⅰ 64.6 76.6 73.4 68.2 76.6 74.8 86 135 208 167 64.2 76.4 72.1 66.7 77.2 73.3 86 150 195 172 ○ 72.8 ×

36 〃  牧野東（青年館） １ Ⅰ 59.6 73.1 70.3 62.4 74.0 72.5 85 111 198 150 59.5 71.0 67.4 63.2 72.0 69.1 82 82 172 138 ◎ 69.6 ○

37 〃  大台(芝山第2工業団地) ３ ― 84.0 89.4 87.1 88.0 89.5 88.7 100 135 207 170 82.7 86.0 84.3 84.5 87.0 85.7 97 164 199 179 ◎ 85.9 ―

38 〃  上吹入（青年館）  ― Ⅰ 61.2 72.8 70.0 66.0 74.0 72.4 82 54 183 127 58.9 73.8 69.2 66.4 75.2 72.0 84 37 118 83 ◎ 69.6 ○

39 〃  大台北（集会所） １ Ⅰ 68.0 78.7 75.5 71.3 79.1 77.3 89 124 205 157 67.8 79.4 74.8 69.8 80.2 76.0 93 158 193 173 ○ 75.1 ×

40 〃  高田（共同利用） １ Ⅰ 63.4 74.9 72.3 66.0 75.9 74.2 88 108 197 152 63.6 71.8 68.6 66.3 72.8 69.9 83 143 194 168 ◎ 70.8 ×

41 〃  竜ヶ塚（第７集会所） １ Ⅰ 68.0 79.0 75.9 70.4 79.1 77.2 89 135 208 171 68.0 79.6 75.1 69.7 80.2 76.1 91 165 198 180 ◎ 75.5 ×

42 〃  小池（共同利用） １ Ⅰ 77.9 84.6 82.0 81.6 84.7 83.6 94 135 208 172 77.0 81.3 79.6 78.8 83.1 81.0 94 164 199 180 ◎ 81.0 ×

43 〃  小池（町役場） １ Ⅰ 66.4 76.9 74.4 68.5 78.0 76.1 91 131 203 164 65.0 73.6 70.2 67.2 74.3 71.5 84 148 191 165 ◎ 72.8 ×

44 〃  芝山（集会所） １ Ⅰ 77.1 81.9 79.7 80.7 82.0 81.4 92 134 208 172 77.1 81.6 79.5 78.8 83.3 80.9 94 165 199 180 ◎ 79.6 ×

45 〃  高谷（共同利用）  ― Ⅰ 56.9 69.9 66.8 64.6 71.3 69.5 78 41 184 118 59.7 70.6 66.6 63.6 72.7 68.5 81 81 173 138 ◎ 66.7 ○

市町

村名
調査地点名

騒

音

区

域

環
境
基
準
類
型

夏季（平成13 年８月１日～８月７日） 冬季（平成14 年１月 30 ～２月５日）

空

港

北

側

空

港

南

側

地 

点 

番 

号

環境基準
達成状況

ＷＥＣＰＮＬ ｄＢ(Ａ)
期
間
中
の

最
高
値
　

ｄＢ(Ａ）最小 最大 週間値 最小 最大 週間値

騒音発生回数

最小 最大 平均値

ＷＥＣＰＮＬ ｄＢ(Ａ)
期
間
中
の

最
高
値
　

ｄＢ(Ａ）最小 最大 週間値 最小 最大 週間値

騒音発生回数

最小 最大 平均値

測　　定

実施機関

県 市町村

WECPNL
実態
調査
平均値

評価
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空

港

南

北

別

市町

村名
調査地点名

騒

音

区

域

環
境
基
準
類
型

夏季（平成13 年８月１日～８月７日） 冬季（平成14 年１月 30 ～２月５日）

空

港

南

側

地 

点 

番 

号

環境基準
達成状況

ＷＥＣＰＮＬ ｄＢ(Ａ)
期
間
中
の

最
高
値
　

ｄＢ(Ａ）最小 最大 週間値 最小 最大 週間値

騒音発生回数

最小 最大 平均値

ＷＥＣＰＮＬ ｄＢ(Ａ)
期
間
中
の

最
高
値
　

ｄＢ(Ａ）最小 最大 週間値 最小 最大 週間値

騒音発生回数

最小 最大 平均値

測　　定

実施機関

県 市町村

WECPNL
実態
調査
平均値

評価

46 芝山町  菱田（共同利用）  ― Ⅰ 44.9 68.9 65.7 61.1 71.0 69.4 79 10 176 108 57.8 68.1 64.8 62.4 68.9 66.4 78 58 190 140 ◎ 65.2 ○

80 〃  梅ノ木(梅ノ木集会場)  ― Ⅰ 44.1 61.0 54.5 56.9 63.8 60.5 72 0 52 22 46.2 56.9 52.5 58.3 61.8 60.5 69 0 68 26 ○ 53.6 ○

81 〃  加茂（加茂公民館） １ Ⅰ 46.5 61.2 56.1 60.3 66.4 63.5 75 0 66 31 58.0 62.8 58.6 66.0 66.5 66.2 72 0 76 30 ○ 57.6 ○

82 多古町  粟田（粟田公民館）  ― Ⅰ 52.3 62.5 59.3 63.1 64.9 64.1 71 0 155 82 31.0 62.3 58.2 55.0 65.4 62.6 71 2 85 42 ○ 58.7 ○

47 横芝町  牛熊（共同利用）  ― Ⅰ 60.3 71.8 69.0 62.4 72.5 70.5 80 134 208 167 62.2 73.5 69.3 64.1 74.2 70.4 83 160 193 174 ◎ 69.2 ○

48 〃  中台（円福寺） １ Ⅰ 75.1 80.5 78.3 78.5 80.6 79.9 89 135 208 171 76.2 79.6 78.2 78.0 80.6 79.6 89 162 197 178 ◎ 78.2 ×

70 〃  中台（共同利用） １ Ⅰ 75.2 80.9 78.6 78.4 81.2 80.3 90 130 198 165 75.6 79.5 78.1 77.5 81.0 79.5 89 156 196 174 ◎ 78.4 ×

49 〃  遠山（共同利用） １ Ⅰ 73.0 78.7 76.6 75.8 79.1 78.1 88 135 208 171 74.1 77.5 76.2 75.7 78.7 77.5 85 166 199 181 ○ 76.4 ×

50 〃  長倉（共同利用）  ― Ⅰ 64.1 73.8 71.3 65.8 74.6 72.8 82 135 208 170 66.2 75.1 71.5 67.9 75.7 72.6 84 164 199 179 ◎ 71.4 ×

51 〃  鳥喰沼（共同利用）  ― Ⅰ 62.9 71.9 69.3 64.7 72.8 70.7 80 135 208 170 64.7 72.8 69.4 66.3 73.4 70.5 83 161 198 179 ○ 69.3 ○

52 〃  鳥喰下（共同利用）  ― Ⅰ 61.6 71.7 68.9 63.4 72.5 70.3 81 135 208 169 64.2 72.8 69.3 65.8 73.4 70.4 81 165 198 179 ○ 69.1 ○

53 〃  新島（三島集会所）  ― Ⅰ 61.6 69.8 67.4 64.2 70.8 69.1 78 126 201 159 63.0 70.8 67.5 64.6 71.4 68.5 81 166 198 180 ○ 67.4 ○

54 〃  木戸台（共同利用）  ― Ⅰ 53.3 69.1 66.2 59.4 70.2 67.9 79 56 199 145 59.1 70.2 65.6 60.9 70.8 66.6 80 164 196 177 ○ 65.9 ○

55 〃  鳥喰上新田（集会所）  ― Ⅰ 52.0 67.2 63.9 61.9 69.0 66.8 78 16 175 111 59.4 68.9 65.1 61.1 69.5 66.1 80 165 194 179 ○ 64.3 ○

56 〃  南川岸（集会所）  ― Ⅰ 48.8 62.4 59.3 59.1 64.6 62.7 73 18 158 97 55.9 63.9 60.6 58.2 65.0 62.4 74 116 178 148 ○ 60.0 ○

57 〃  谷台（集会場）  ― Ⅰ 42.9 65.7 62.5 59.1 67.3 65.6 75 10 180 112 54.4 67.1 62.6 57.2 67.7 63.7 76 100 190 162 ○ 62.5 ○

71 〃  於幾（集会所）  ― Ⅰ 59.1 64.8 61.3 66.1 67.8 66.9 75 0 144 73 54.8 66.6 62.5 59.3 68.4 64.6 76 65 168 134 ○ 62.0 ○

72 〃  三軒家（集会所）  ― Ⅰ 54.1 65.8 62.9 58.9 67.1 64.8 74 67 197 144 57.1 66.8 62.8 59.1 67.4 64.0 77 149 191 166 ○ 62.8 ○

58 松尾町  山室（共同利用）  ― Ⅰ 60.7 73.2 70.4 63.0 73.6 72.0 85 134 207 165 60.0 70.2 66.5 62.1 70.8 67.7 79 163 197 176 ◎ 68.9 ○

59 〃  谷津（Ｙ氏宅）  ― Ⅰ 66.2 75.6 72.9 67.8 75.9 74.3 85 136 208 171 66.9 73.1 70.6 68.8 73.7 72.1 82 154 190 169 ○ 71.9 ×

60 〃  八田（共同利用） １ Ⅰ 71.8 77.3 75.2 74.6 77.8 76.9 86 130 203 168 71.7 76.7 74.1 73.7 77.5 75.6 84 148 188 164 ◎ 74.7 ×

61 〃  蕪木（共同利用）  ― Ⅰ 60.5 71.9 69.2 62.5 72.4 70.7 82 135 208 170 61.6 69.0 66.1 63.4 69.7 67.3 78 161 198 178 ◎ 67.9 ○

62 〃  猿尾（共同利用） １ Ⅰ 69.4 75.8 73.7 71.7 76.6 75.3 85 136 208 171 71.0 75.3 73.7 72.6 76.2 75.0 84 164 199 180 ○ 73.7 ×

63 〃  五反田（共同利用）  ― Ⅰ 65.1 73.1 70.2 67.0 73.4 71.7 83 132 203 166 65.7 71.0 68.9 67.3 71.5 70.1 80 164 199 180 ○ 69.6 ○

64 〃  本柏（共同利用）  ― Ⅰ 69.2 75.1 72.9 71.6 75.6 74.5 85 136 208 171 70.5 75.3 73.3 72.1 75.9 74.5 84 166 199 180 ○ 73.1 ×

65 〃  松尾  （町役場）  ― Ⅰ 66.6 74.6 72.0 68.8 75.2 73.6 83 134 205 166 66.8 71.8 70.0 68.6 72.5 71.4 80 155 193 173 ◎ 71.1 ×

75 〃  古和（古和共同）  ― Ⅰ 53.0 68.0 65.5 56.6 69.2 67.6 79 46 191 120 57.9 66.4 63.3 60.5 68.1 64.9 75 133 193 161 ○ 64.5 ○

66 蓮沼村  中根  （区民館）  ― Ⅰ 67.4 74.0 71.8 70.6 74.6 73.4 84 149 206 171 67.3 71.7 69.9 68.9 72.4 71.5 81 160 198 177 ○ 70.9 ×

83 光町  宝米（水道取水場）  ― Ⅰ 38.8 63.5 60.4 51.7 64.7 62.7 73 8 185 117 48.2 62.9 58.3 56.5 65.4 62.4 72 22 108 61 ○ 59.5 ○

67 成東町  上横地（Ｉ氏宅）  ― Ⅰ 53.1 65.6 62.8 60.9 67.4 65.8 74 32 197 114 56.6 62.5 60.3 58.3 64.4 61.8 72 164 196 178 ○ 61.7 ○

68 〃  木戸浜（共同利用）  ― Ⅰ 61.9 69.5 66.8 64.8 69.7 68.3 80 129 204 167 64.0 68.0 66.0 66.4 68.9 67.8 76 148 173 159 ○ 66.4 ○

（注）

　１ 環境基準類型は、航空機騒音に係る環境基準の地域類型指定である千葉県告示第６９５号（５３年８月２９日）（平成 13 年５

月 11 日改正：千葉県告示第５９２号）に定めた地域の類型Ⅰ、 Ⅱをいう。

　　環境基準Ⅰ類型　７０ＷＥＣＰＮＬ以下

　　環境基準Ⅱ類型　７５ＷＥＣＰＮＬ以下

　２ 騒音区域は「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」に基づく第１種～３種区域をいい、区

域区分は６０年７月１日とした。

　　第１種区域　７５ＷＥＣＰＮＬ以上

　　第２種区域　９０ＷＥＣＰＮＬ以上

　　第３種区域　９５ＷＥＣＰＮＬ以上

　３ ＷＥＣＰＮＬ実態調査平均は夏季及び冬季調査の１４日間の平均値

　４ 測定実施機関の「◎」は固定測定局を｢○｣は季別調査地点を示す。

　５ 騒音ピークレベルパワー平均（ｄＢ(Ａ)）及びＷＥＣＰＮＬの最小については、騒音発生回数が０の日を除く。　

環境基準

達成率等

39/77

50.6％




